
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
告
し
ま
す
。

な
お
、
変
更
後
の
定
款
は
、
奈
良
県
く
ら
し
創
造
部
青
少
年
・
社
会
活
動
推
進
課
に
お
い
て
縦
覧
に

供
し
ま
す
。

平
成
二
十
九
年
六
月
六
日

奈
良
県
知
事

荒

井

正

吾

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
九
年
五
月
二
十
三
日

二

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
つ
む
ぎ

三

代
表
者
の
氏
名

山
本

博
美

四

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

天
理
市
東
井
戸
堂
町
三
七
二
番
地
の
一
一

五

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
地
域
で
暮
ら
す
高
齢
者
・
障
害
者
・
子
ど
も
・
そ
の
人
た
ち
を
支
え
る
方
々
に
対

し
て
、
自
分
ら
し
く
暮
ら
し
て
頂
く
た
め
に
、
各
種
支
援
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
地
域
の
福
祉
又

は
生
活
の
質
の
向
上
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
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